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有害ごみ

埋立ごみ

当日の午前７時までに、所定の場所に無色か白色半透明の袋に入れて出してください。

当日の午前７時までに、所定の場所に無色か白色半透明の袋に入れて出してください。

●ボタン型電池は購入店及び販売店でも店頭回
収していますので、なるべく店頭回収を利用
しましょう。

●蛍光灯は割れると管の内部から水銀を含んだ
粉が出てきて非常に危険ですので、取り扱い
には十分注意してください。

●割れないように、新品に使われていた紙箱に
古い蛍光灯を入れて出しましょう。

●割れた場合は、紙か布に包んで袋に「きけん」
と書いて出してください。

●長い蛍光管は、袋に入れずに5本程度をひもで
しばって出してもかまいません。

●割れたびんやガラスは紙か布に包み、
　袋に「きけん」と書いて出してください。

●ボタン電池は、取り除いて有害ごみへ。
　充電式電池は販売店の店頭回収へ排出して
　ください。
●ライターは必ず中身を使いきるか、
　ガスを抜いて出してください。
　（ごみ収集中に爆発して火災が発生する事故が
　起きています）

●蛍光灯（丸型、直管型、電球型）
●水銀使用の体温計・温度計・水温計
●ボタン型電池
●乾電池（水銀ゼロ使用のものアルカリ・マンガン・
　オキシライド）は、蛍光灯と別の袋で排出してください。

※電球（白熱灯や豆球）、グロー球（蛍光灯照明器具にある
　点灯管）、デジタル表示式体温計は、埋立ごみです。
※充電式電池は購入店及び販売店へお問い合わせください。

●割れたびんやガラス　●鏡、陶磁器類、ガラスのコップ
●電球、グロー球
● CD・CD ケース、カセットテープ、
　ビデオテープ、ポリバケツ、プランター、
　ボールペンなど硬質のプラスチック製品
●少量のタイル・レンガ・ブロック、ビニールクロス、
　ヘルメット、スケート靴
●ライター、Ｔ字型かみそり（プラ製）
●小型の電気製品、コード類、パソコンプリンター
　（家電 4 品目やパソコンは排出禁止）

※家電４品目以外の家電は、松前町役場にて無料で回収していますので、
　是非ご利用ください。（P17 参照）
※ 45 リットルの袋に入らなければ粗大ごみとして申し込んでください。

出し方

出し方

対　象

対　象

松前校区  毎月第4火曜日

松前校区  毎月第3土曜日

北伊予・岡田校区  毎月第4火曜日

北伊予・岡田校区  毎月第3土曜日

収集日は、ごみカレンダーをご覧ください

収集日は、ごみカレンダーをご覧ください

無害化し、水銀、プラスチック、金属等に分別され資源と
して再利用されます。

資源となるものを分別後、最終処分場に埋め立てます。

収集後の処理

収集後の処理


